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こ
れ
ま
で
燃
や
し
て
も
良
い
ご
み
と

し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

紙
類
は
40
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
こ
の

中
に
は
リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
も
の
も
か

な
り
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
資
源
回

収
し
て
き
た
、
新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー

ル
・
紙
パ
ッ
ク
・
古
着
・
ビ
ン
・
缶
・

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
加
え
、
４
月
か
ら
雑

紙
の
資
源
回
収
を
始
め
ま
し
た
。

雑
紙
の
資
源
回
収
に
、
ぜ
ひ
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
雑
紙
と
は

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ

ー
ル
・
紙
パ
ッ
ク
以
外

の
紙
の
こ
と
で
、「
紙

マ
ー
ク
」
が
つ
い
て
い

る
も
の
は
雑
紙
で
す
。

紙
マ
ー
ク
が
表
示
さ
れ
て
い
な
く
て

も
、
郵
送
書
類
、
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
の

紙
類
す
べ
て
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▽
回
収
期
日
・
場
所

月
２
回
の
資
源
ご
み
の
日
に
、
資
源

ご
み
の
集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
濡
れ
た
紙
類
は
リ
サ
イ
ク

ル
で
き
な
い
た
め
、
屋
根
の
あ
る
集
積

所
以
外
は
、
雨
の
日
に
は
出
さ
ず
に
、

次
の
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
出
し
方

紙
の
袋
や
箱
に
ま
と
め
、
中
身
が
と

び
出
さ
な
い
よ
う
十
字
に
し
ば
る
か
、

テ
ー
プ
な
ど
で
口
を
閉
じ
て
く
だ
さ
い
。

紙
袋
な
ど
が
な
い
場
合
は
、
紙
の
大

き
い
封
筒
に
入
れ
て
「
雑
紙
」
と
明
記

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、シ
ュ
レ
ッ
タ
ー
ご
み
だ
け
は
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
て
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

紙
袋
は
雑
紙
回
収
時
に
使
用
す
る
た

市
民
の
方
が
市
内
施
工
業
者
に
よ
り

個
人
住
宅
の
改
修
工
事
を
行
っ
た
場
合

に
、そ
の
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▽
補
助
金
額

市
予
算
の
範
囲
で
、
対

象
と
な
る
改
修
工
事
費（
消
費
税
別
）

の
５
％
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
※
限

度
額
８
万
円
）

▽
申
込
資
格

①
自
ら
が
住
ん
で
い
る
持
ち
家
で
あ
る

こ
と

②
市
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と

③
市
内
業
者
が
施
工
す
る
こ
と

④
改
修
工
事
費
が
20
万
円（
消
費
税
別
）

以
上
で
あ
る
こ
と

※
必
ず
工
事
着
手
前
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
以
前
、
対
象
住
宅
に
つ
い
て
こ
の
補

助
金
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
、
対

象
と
な
る
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
市
で

実
施
し
て
い
る
他
の
同
様
の
補
助
金
な

ど
の
交
付
を
受
け
る
方
は
申
請
で
き
ま

せ
ん
。

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

商
工
課
（
市
民
プ
ラ
ザ
内
）

〈
�(

５
６
０)

３
１
１
１
〉

市
で
は
、
飼
い
犬
の
ふ
ん
害
等
防
止

に
関
す
る
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
快
適

な
生
活
環
境
を
保
つ
た
め
、
飼
い
犬
ふ

ん
害
等
防
止
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

こ
の
条
例
に
は
、
飼
い
主
の
責
任
と

し
て
、
飼
い
犬
の
ふ
ん
や
尿
の
処
理
な

ど
に
関
し
必
要
な
事
項
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

一
部
の
心
な
い
飼
い
主
の
行
為
に
よ

り
、ふ
ん
の
問
題
は
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

犬
の
ふ
ん
の
な
い
住
み
よ
い
ま
ち
に

す
る
に
は
、
飼
い
主
の
マ
ナ
ー
ひ
と
つ

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

飼
い
主
の
み
な
さ
ん
、
犬
の
ふ
ん
は

必
ず
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
条
例
で
定
め
て
い
る
内
容

・
犬
の
散
歩
時
に
は
、
ふ
ん
を
処
理
す

る
た
め
の
用
具
（
ス
コ
ッ
プ
・
ビ
ニ

ー
ル
袋
等
）
を
携
行
す
る
こ
と
。

・
飼
い
犬
を
外
で
散
歩
さ
せ
る
と
き

は
、
綱
、
鎖
で
つ
な
ぐ
こ
と
。

・
ふ
ん
等
に
よ
り
公
共
の
場
所
等
を
汚

し
た
と
き
は
、す
ぐ
に
処
理
す
る
こ
と
。

▽
問
い
合
わ
せ

保
健
医
療
課
（
内
線

１
７
５
）

交
通
事
故
の
解
決
に
お
困
り
の

方
々
の
た
め
に
、
社
団
法
人
日
本

損
害
保
険
協
会
で
は
、
自
動
車
保

険
請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置

し
、
自
動
車
保
険
の
請
求
に
つ
い

て
無
料
で
ご
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。
専
門
相
談
員
や
弁
護
士
が
対

応
し
ま
す
。

■
専
門
相
談
員
に
よ
る
相
談

▽
相
談
日

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）

▽
相
談
時
間

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

(

正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

※
面
談
に
よ
る
相
談
を
ご
希
望
の

場
合
は
、
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
弁
護
士
に
よ
る
相
談

▽
相
談
日

毎
月
第
１
・
３
水
曜
日

▽
相
談
時
間

午
後
１
時
〜
４
時

※
事
前
予
約
制
で
、
面
談
に
よ
る

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ

さ
い
た

ま
自
動
車
保
険
請
求
相
談
セ
ン
タ

ー
〈
�
０
４
８(

８
５
４)

９
４
６

３
〉
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合

１
―
12
―
16
あ
い
お
い
損
保
埼
玉

ビ
ル
４
階

市では、使用済みや消費期限切れなどで不要と

なった廃食用油を回収し、BDF（バイオディー

ゼル燃料）にリサイクルするため廃食用油の回収

を行っています。

これまで、廃食用油は清掃センターだけで回収

していましたが、４月から各公民館でも回収する

ことになりました。

回収できる廃食用油は植物性のものだけで、ラ
ードなどの動物性のものや機械油（エンジンオイ

ルなど）は回収できませんので、ご注意ください。

廃食用油を持ち出す際は、油が入っていた容器

やペットボトルなど、しっかりふたができる容器

に入れて、公民館に設置された回収箱に容器ごと

入れてください。

回収日は特に指定していませんので、公民館の

休館日(火曜日)を除く日に、お持ちくださるよう

お願いします。

�問い合わせ 環境課（内線294）

市では、ごみの減量や資源化を推進するため

「ごみ減量協力店・協力事業所認定制度」を実施

しています。これは、簡易包装や資源物の自主回

収など、ごみの減量や資源化に積極的に取り組ん

でいる店舗・事業所を、「ごみ減量協力店・協力

事業所」に認定するもので、このたびジャスコ羽

生店が５番目の協力店に認定されました。

引き続き、協力店・協力事業所の募集をしてい

ますので、環境に配慮した取り組みを実施してい

る店舗や事業所のご応募をお待ちしています。

�申し込み・問い合わせ 環境課(内線296)

■ジャスコ羽生店でレジ袋が有料に
「ジャスコ羽生店」では、６月１日からレジ袋

を有料化します。

この取り組みは、埼玉県とイオンリテール株式

会社との協定に基づき、埼玉県内のジャスコ全店

で一斉に実施するものです。

有料化したレジ袋の収益の一部は、「彩の国み

どりの基金」に寄付されます。

�問い合わせ
埼玉県環境部資源循環推進課〈�048(830)3106〉

○農地転用とは？
農地を住宅、店舗、資材置場、駐車場などの用途に変更す
ることです。農地を一時的に資材置場や駐車場にする場合も、
農地転用の手続きが必要です。
農地を無断で転用したり、許可どおりに転用しない場合は
農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がなさ
れ、これに従わない場合は、懲役や罰金の適用を受ける場合
があります。
○対象農地は？
すべての農地が対象になり、地目が農地であれば、耕作さ
れていなくても対象となります。また、地目が農地でなくて
も、耕作されている土地は対象になります。
○農地転用手続きは？
農地の所有者本人が自己のために行う場合と、事業者が権
利の移転等を伴って行う場合で、許可申請方法が違います。
また、市街化区域内で農地転用をする場合は届出となります。
転用の内容によっては他の法令の許可が必要となったり、

農地の区域によっては転用できない場合がありますので、転
用計画のある方は事前に農業委員会にご相談ください。
■問い合わせ 農業委員会（内線288・289）

め
、こ
ま
め
に
た
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▽
回
収
で
き
な
い
紙
類

防
水
加
工
さ
れ
た
紙
（
紙
コ
ッ
プ
、

紙
製
の
カ
ッ
プ
麺
容
器
、
紙
製
の
ヨ
ー

グ
ル
ト
容
器
な
ど
）、
イ
ン
キ
の
た
く

さ
ん
つ
い
て
い
る
紙
（
複
写
伝
票
な
ど

の
裏
カ
ー
ボ
ン
紙
、ノ
ー
カ
ー
ボ
ン
紙
、

感
熱
紙
）、
粘
着
物
の
つ
い
た
紙
な
ど

は
古
紙
と
し
て
不
適
で
す
。

古
紙
の
再
利
用
に
と
っ
て
、
異
物
除

去
は
と
て
も
重
要
で
す
。

▽
再
利
用
の
方
法

製
紙
工
場
に
運
び
込
ま
れ
た
古
紙

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
紙
製
品
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
。

古
紙
は
、
新
聞
紙
、
コ
ピ
ー
用
紙
、

ち
り
紙
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
な
ど

に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
空
き
缶
を
つ
ぶ
さ
ず
に
出
せ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た

雑
紙
の
回
収
が
始
ま
り
、
皆
さ
ん
に

ご
協
力
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
負
担
を
少
し
で
も

減
ら
す
た
め
、
空
き
缶
は
つ
ぶ
さ
ず
に

出
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
き
ち
ん

と
つ
ぶ
し
て
出
し
て
い
た
だ
い
て
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
　
環
境
課(

内
線
２
９
４)

雑
紙
の
資
源
回
収
を
始
め
ま
し
た

資
源
ご
み
の
回
収
日
に
同
じ
集
積
所
へ

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
制
度

の
ご
案
内

ふ
ん
の
始
末
は

飼
い
主
の
責
任
で
す

無
料
交
通
事
故
相
談
の

ご
利
用
を

農地転用は許可申請・届出が必要です

紙マーク

雑紙の出し方の例

ごみ減量協力店・協力事業所を募集
―ジャスコ羽生店を協力店に認定―

廃食用油の回収が
公民館でも可能に




